
がん診療連携拠点病院の指定に関する検討会における検討結果について  
★：都道府県がん診療連携拠点病院  ☆：都道府県がん診療連携拠点病院  
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岡山県（5）  

総合病院岡山赤十字病院   ′成15年12月16日  

☆国立大学法人岡山大学医学部・歯学部  平成18年8月24日  

県南西部  財団法人倉敷中央病院   ′成15年12月16日  

高梁・新見  
真庭  

津山・英田  （財）津山慈風会津山中央病院   平成17年1月17日  

広島  ☆広島 平成18年8月24日  

県立広島病院   平成18年8月24日  

広島市立広島市民病院   平成18年8月24日  

広島赤十字・原爆病院   平成18年8月24日  

広島西  広島県厚生農業協同組合連合会鹿島総   平成18年8月24日  

呉  独立行政法人国立病院機構呉医療センタ   平成18年8月24日  

広島中央  独立行政法人国立病院機構東広島医療   平成18年8月24日  

尾三  広島県厚生農業協同組合連合会尾道総   平成18年8月24日  

福山・府中  福山市民病院   平成18年8月24日  

備北  市立三次中央病院   平成18年8月24日   

山口県（8）  岩国  独立行政法人国立病院機構岩国医療センター   平成14年8月13日  

山口県厚生農業協同組合連合会周東総   平成17年1月17日  

′成15年12月16日  

平成18年8月24日  

平成17年1月1一日  

平成14年3月15日  

☆国立大学法人高知大学医学部附属病匹   平成18年8月24日  

平成17年1月17日  

′成15年12月16日  

平成14年8月13日  
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がん診療連携拠点病院機能強化事業実施要綱  

1 目的   

本事業は、「がん診療連携拠点病院の整備について」（平成18年2月1日健発第02   

01004号健康局長通知）の別添「がん診療連携拠点病院の整備に関する指針」（以   

下「整備指針」という。）に基づき厚生労働大臣が指定した医療機関（以下「が   

ん診療連携拠点病院」という。）において、がん医療に従事する医師等に対する   

研修、がん患者やその家族等に対する相談支援、がんに関する各種情報の収集・   

提供等の事業を実施することにより、地域におけるがん診療連携の円滑な実施を   

図るとともに、質の高いがん医療の提供体制を確立することを目的とする。  

2 事業の実施主体  

がん診療連携拠点病院  

3 事業の内容  

（1）がん医療従事者研修事業  

がんの化学療法や放射線療法の専門医の不足が指摘されており、また、チー   

ム医療による対応の必要性が増していることから、がん診療連携拠点病院にお  

いて、主にがんの化学療法や放射線療法の専門的な医師やがん医療を支えるコ   

メディカルスタッフ等を養成するための効果的かつ効率的な研修を行う。  

ア 都道府県がん診療連携拠点病院   

（ア）地域がん診療連携拠点病院等のがん医療の中心となる医師を対象とした  

化学療法、放射線療法等に関する研修   

（イ）地域がん診療連携拠点病院等のコメディカルスタッフ（診療放射線技  

師、臨床検査技師、がん登録実務者等）を対象としたがんの専門知識・技  

術の修得のための研修  

（ウ）院内外の講師による公開カンファレンス  

イ 地域がん診療連携拠点病院   

（ア）地域のかかりつけ医等を対象としたがんの早期診断、緩和ケア等に関す  

る研修   

（イ）地域の医療機関のコメディカルスタッフ（診療放射線技師、臨床検査技  

師等）を対象としたがんの専門知識・技術の修得のための研修  

（ウ）院内外の講師による公開カンファレンス  
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（2）がん診療連携拠点病院ネットワーク事業  

がん診療連携拠点病院間の密接な連携を図るとともに、地域におけるがん医   

療情報の収集、診療支援医師の派遣、研修計画の調整等を行うため、都道府県   

がん診療連携拠点病院に「都道府県がん診療連携協議会」を設置する。  

また、各医療機関の要請に応じて、がんの専門医を派遣するなどの診療支援   

を行うとともに、研修に参加しやすい環境を整備するため、専門医等の養成研   

修期間中の代診医を確保する。  

ア 都道府県がん診療連携拠点病院   

（ア）全国がん診療連携拠点病院連絡協議会（仮称）への出席   

（イ）都道府県がん診療連携協議会の設置・運営   

（ウ）地域がん診療連携拠点病院等に対する医師の派遣等による診療支援   

（ェ）国立がんセンター等において実施されるがん医療指導者養成研修等に所  

属職員を派遣する際の代診医の雇用  

イ 地域がん診療連携拠点病院   

（ア）都道府県がん診療連携協議会への出席   

（イ）地域の医療機関に対する共同診療計画の作成等による支援   

（ウ）都道府県がん診療連携拠点病院等において実施されるがん医療従事者研  

修等に所属職員を派遣する際の代診医の雇用  

f：3）院内がん登録促進事業  

地域や全国レベルでの正確ながんの躍患率等を把握するため、がん診療連携   

拠点病院において、標準登録様式（がん診療連携拠点病院で実施する院内がん   

登録における必須項目の標準登録様式について（平成18年3月31日健発第033100   

1号厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室長通知））に基づく院内がん登録   

（がん患者の診断・治療内容等のデータ登録）を実施する。  

ア 都道府県がん診療連携拠点病院   

（ア）院内がん登録の実施（登録データの集計・分析を含む。）   

（イ）精度の高いがん登録を実施するための、都道府県内におけるがん診療連  

携拠点病院等に対する精度管理指導等の実施  

イ 地域がん診療連携拠点病院  

院内がん登録の実施（登録データの集計・分析を含む。）  

（4）がん相談支援事業  

院内外のがん患者及びその家族の不安や疑問に適切に対応するため、相談支   
面談等による 援センターにおいて、電話、 、がん患者の療養上の相談、地域の   

医療機関やセカンドオピニオン医師の紹介等を実施する。また、地域の医療機  
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関等からの相談等に対応する。  

（5）普及啓発・情報提供事業  

がん患者及びその家族の不安や疑問に適切に対応するため、がんに関する各   

種情報の収集・提供及び小冊子やリーフレット等の作成・配布を行う。  

4 経費の負担  

この実施要綱に基づき実施する事業に要する経費については、厚生労働大臣が   

別に定める「保健事業費等国庫負担（補助）金交付要綱」に基づいて、予算の範   

囲内で国庫補助を行う。  

＜参 考＞   

がん診療連携拠点病院機能強化事業  平成19年度予算額案1，670百万円   

（補助単価） 都道府県がん診療連携拠点病院17，000千円  

地域がん診療連携拠点病院  9，000千円  

（補助先）  

（補助率）  

都道府県、独立行政法人等  

1／2、定額（10／10相当）  

（都道府県：1／2、独立行政法人等：定額（10／10相当））  
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医療計画、都道府県がん対策推進計画等の策定スケジューノレ   

今般の医療制度改革では、医療費適正化や、よりよい医療提供体制の確立等を図るため、医療計画、健康増進計画の見  
直し等が行われることとなった。がん対策は地域の医療対策の一環として実施するものであり、医療計画中にはがん医療  
の提供体制についても記載されることとされている。また、健康増進計画中にはがん検診受診者数や喫煙率の記載が予定  
されている。がん対策の推進にあたってはこれらの計画との整合性をとることが必要である。  

健康増進計画   医療計画   
がん対策推進基本計画  

都道府県がん対策推進計画   

（6月）  

○国が都道府県健康増進計画改定ガイドライン   （2月）  

（暫定版）を公表。同ガイドラインにおいて、  ○国が新しい医療計画作成ガイドライン  
17年度               がん検診受診者数と喫煙峯が、計画に位置付け   を公表。同ガイドラインにおいて   

～3月  るべき目標項目として示された。  脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病とともに、  
がんが、都道府県が、医療連携体制の  

18年度  構築を図るべき疾病として示された∩  
～12月  

活用し、地域の実態を踏まえた目標設定のため     （10～12月）  
の調査（都道府県健康・栄養調査）の実施   ○国による医療機能調査の実施   

○関係者の役割分担■連携促進を行うための  
地域・職域連携推進協議会の設置及び運営   

○国による医療機能調査結果の分析  
○医療連携体制の構築に向けた圏域ごとの  

1～3月  
（3月）  

関係者による協議の開始  

○国が健康増進計画改定ガイドライン（確定版）  
○国が基本方針及び医療計画作成指針を  

提示。   
を提示。  

○がん対策基本法施行  

○国が示す基本方針及び都道府県健康増進計画  
○がん対策推進協議会の設置  

19年度   改定ガイドライン（確定版）を基に健康増進  
○国が示す基本方針及び医療計画作成指針に    がん対策推進基本計画策定   

計画の改定作業の開始        4～9月  
即した新たな医療計画の策定作業の開始   作業の開始  

○がん対策推進基本計画  
策定（閣議決定）   

（初秋）  

○地域一職域連携推進協議会において、各実施  ○医療連携体制についての協議終了   ○都道府県がん対策推進計画  
10～3月          主体ごとの計画案を踏まえた目標等の決定、   ○計画に位置づける目標値の設定、   の策定に向けた検討  

役割分担、連携方策の議論   達成方策の検討   

20廿  ○都道府県がん対策推進計画  
康増進計画の改定   ○薫たな医療計画の策定  

．旦且   辺蓋丘  




